
徳島県立吉野川高等学校生徒指導関係規程の一部改正について

５ 頭髪・服装等

① 頭髪は簡素・清潔な髪型とし，パーマ・カール・染髪・脱色・エクステン

ション等は禁止する。また， ヒゲ・ライン・眉ソリ・マニキュア・アイシャ

ドウ等は禁止する。

② ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス等は禁止する。

③ 登下校に使用する履物は靴とする。

④ 男女とも制服以外のニットベスト・セーター等の着用は認めない。

⑤ 防寒着は，華美なものを避け着用する。また，防寒着の着用は，登下校のみと

し，校内では着用しない。着用期間は，１１月１日～３月３１日とする。

⑥ 靴下は，白色・黒色・紺色またはグレーの無地とする。ストッキングは黒また

はベージュを推奨する。

附 則

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

平成２６年４月１日，一部改正する。

平成２８年４月１日，一部改正する。

令和２年 ３月２３日，一部改正する。

令和２年１２月２３日，一部改正する。

令和５年４月１日，一部改正する。

令和５年１０月３１日，一部改正する。

○ 校則見直しのスケジュール

４月 校則の見直しについて，生徒会役員から提案がある。

４月 ＰＴＡ役員会において，適正な校則の運用・見直しについて説明をする。

５月 生徒総会において，校則の見直しについて生徒指導課長が説明をする。

１０月 生徒会役員と生徒指導課と校則の見直しについて，協議する。

１０月 文化祭において，校則見直しのアンケート結果を公表する。

１０月 生徒指導委員会において，校則見直しを協議する。

１１月 全校集会において，生徒指導課長が生徒へ校則の見直しを説明する。

２月 次年度の学校生活のしおりを改訂する。



【令和５年度入学生用】


